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犬の登録と狂犬病予防注射を実施
　犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病の予防
注射（毎年1回）が義務付けられています。また、
犬の出生・死亡、所在地の変更や、所有者の住所・
氏名などを変更するときは届け出が必要です。
　市では、犬の登録・狂犬病予防注射を下表のとお
り実施します（牛深・御所浦・倉岳・栖本地区と本
渡地区の一部は実施済み）。対象となる犬には、予

防注射を受けさせてください。
　なお、当日注射に来られない人は、獣医科医院ま
たはほかの地区で接種してください。
■対　象＝生後91日以上の犬。
■料　金＝未登録犬の登録料と予防注射料が必要で
す。いずれも3,000円。

■犬の登録・狂犬病予防注射日程＝下表参照。
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 【問い合わせ先】本庁・環境課（内線1282）／各支所担当課

実施日 場　　　所 場　　　所実施日実施時間 実施時間
島子公民館
下津浦公民館
上津浦公民館
赤崎公民館
須子公民館
大浦公民館
楠甫公民館
天附公民館
新和支所大多尾出張所
立集荷所
宮地浦公民館
新和支所
新和支所中田出張所
碇石公民館
JA大宮地支所
福連木多目的集会所
天草町民センター（下田）
下田南公民館
天草支所（勤労者体育館駐車場）
大江漁村環境改善総合センター
軍ヶ浦漁村センター
金焼自治公民館
下浦町公民館
志柿町公民館瀬戸分館

９:00～ ９:45
10:00～10:20
10:30～11:00
11:15～11:45
13:15～13:45
14:00～14:30
14:45～15:15
９:00～ ９:20
９:35～10:05
10:20～10:35
10:50～11:10
11:25～11:55
13:10～13:30
13:50～14:10
14:30～14:50
９:00～ ９:25
９:40～10:10
10:25～10:45
11:00～12:00
13:10～14:00
14:15～14:30
９:00～ ９:15
９:25～ ９:55
10:10～10:30

志柿町公民館
市民センター裏駐車場
宮地岳町公民館
枦宇土町公民館
食場自治公民館
亀場町公民館
楠浦町公民館
大矢崎自治公民館
本渡北公民館
牛の首区自治公民館
下河内自治公民館
本町公民館
路木区公民館
旧一町田小学校第一分校体育館
一町田公民館
今田地区地域交流施設
富津公民館
新合公民館
宮野河内公民館
五和体育館
鬼池公民館
城河原公民館
手野公民館
五和漁村センター

10:40～11:00
11:15～11:45
９:00～ ９:25
９:45～10:10
10:20～10:40
10:55～11:15
11:30～11:50
９:00～ ９:20
９:30～10:00
10:10～10:30
10:45～11:15
11:30～11:50
９:00～ ９:30
９:50～10:20
10:40～11:40
13:30～14:00
14:40～15:40
９:10～10:00
10:40～11:40
９:00～10:00
10:30～11:30
８:30～ ９:00
９:30～10:00
10:30～11:30

 

【問い合わせ先】本庁・環境課（内線1283）

 ◆光化学スモッグとは
　自動車や工場などから排出される窒素酸化物や
炭化水素などが、太陽からの強い紫外線を受けて
光化学反応を起こし、オゾンなどの光化学オキシ
ダント（酸化性物質）に変化します。この光化学
オキシダントの濃度が高くなると、白いモヤがか
かったようになり、これが「光化学スモッグ」と
呼ばれています。最近では、大陸からの移流によ
る影響も指摘されています。
 「光化学スモッグ」は、４月から10月ごろにか
けて日差しが強く、気温が20～25℃以上で、風
が弱い（３ｍ／ｓ以下）ときに発生しやすくなり
ます。１日のうちでは、午前10時から同11時ご
ろに光化学オキシダントの濃度が増加し始め、午
後１時から同４時ごろに最も濃度が高くなり、太
陽が沈んだ後は徐々に減少していきます。
 ◆健康への影響と、症状が出た場合の対応
　個人差はありますが、特に敏感な目、鼻、のど
の粘膜が影響を受けやすく、主な症状は●目のチ
カチカやショボショボ●涙が出る●のどのイガイ
ガや痛みなどです。さらに濃度が高くなったとき
には●呼吸が苦しくなるなどの症状が出ることが
あります。症状が出たら、きれいな水で洗眼やう

がいなどを行い、屋内で安静にしてください。し
ばらくしても回復しない場合や、息苦しさや胸が
苦しくなった場合は、医師の診察を受けてくださ
い。
 ◆ホームページで情報を見ることができます
　熊本県のホームページで、県内の光化学スモッ
グなどの大気汚染情報を見ることができます。
〔パソコン〕http://taiki.pref.kumamoto.jp/
　kumamoto-taiki/index.htm
〔携帯電話〕http://taiki.pref.ku
　mamoto.jp/kumamoto-taiki/
　mobile/index.htm
※携帯電話では右のＱＲコード
からもご覧いただけます。

 ◆光化学スモッグメールへの登録を！
　県では、光化学スモッグ注意報などの情報を、
携帯電話のメールに一斉配信しています。希望す
る人は、メールアドレス[sky＠123123.tv]に、
空メールを送信し、返信される登
録用メールの指示に従って登録し
てください。
※右のＱＲコードを利用するとアド
レスの入力が簡単になります。

　市では、地域密着型サービスを開設する法人
を募集します。今回、同サービスの内容や申請
の手続き方法などの事前説明会を次のとおり開
催します。開設を希望する法人は、必ず参加し
てください。
■と　き＝６月１日㊎午後２時から同４時ま
で。
■ところ＝本庁２階・庁議室。
■申込方法＝５月28日㊊までに、電話で本庁・
高齢者支援課へお申し込みください。
※会場の都合により、説明会への出席は各法人
２人以内でお願いします。

〔整備予定〕
地域密着型介護老人福祉施設（定員29人以
下の特別養護老人ホーム）
①中央エリア（本渡南・本渡北・本渡稜南・
新和・五和東・五和西）。

②西エリア（牛深東・牛深西・牛深南・天草・
河浦）。

③東エリア（本渡東・有明・御所浦・倉岳・
栖本）。

※①～③のエリアに一カ所ずつ整備予定。
■県補助金基準額＝１床あたり400万円。

地域密着型サービス事業開設希望法人への
事前説明会を開催

▲大気汚染情報

▲光化学スモッ
グメール登録

　４月から10月ごろにかけて、「光化学スモッグ」が発生しやすくなります。テレビやラジオ、市の防災
行政無線などの情報に十分注意し、注意報などが発令された場合には、野外活動を中止しできるだけ屋
内に入る、自動車の運行はできるだけ自粛するなど、適切な対応をされるようお願いします。

【問い合わせ先】　本庁・高齢者支援課（内線1169）
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